
(1)女性が活躍し続けられる職場づくりの推進

■若年女性に魅力ある職場づくりの促進　　　　

　○秋田県商工会連合会内に設置した「あきた
　　女性活躍・両立支援センター」の女性活躍・
　　両立支援推進員(３人)の企業訪問による取
　　組実践等の働きかけ
　○一般事業主行動計画の策定等に取り組む中
　　小企業に対する女性活躍・両立支援アドバ
　　イザー(社会保険労務士)による支援を実施

■秋田県女性の活躍推進企業表彰の実施
　○女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計
　　画策定の届出をし、女性の能力の活用と男
　　女がともに働きやすい職場づくりの取組等
　　が顕著な企業を表彰

■あきた子育て応援企業表彰の実施
　○次世代育成支援対策推進法に基づく一般事
　　業主行動計画策定の届出をし、子ども・子
　　育て支援に関する取組が顕著な企業を表彰

(3)地域社会における女性の参画拡大

(2)女性一人ひとりが活躍できる環境づくりの推進

○協議会の設置（法第２７条、任意）
　地域の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を効果
　的かつ円滑に実施するため、県及び市町村は、事業主団体や労
　働組合等を加えた協議会を組織することができる。
 　・県：「あきた女性の活躍推進会議」を協議会に位置づけ

○一般事業主行動計画の策定(法第８条、義務・努力義務)
　女性の職業生活における活躍の状況を把握・分析し、数値目標
　を定めた行動計画を策定する。
　①自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
  ②行動計画の策定、社内周知・公表
  ③行動計画を策定した旨の届出（秋田労働局へ）
  ④取組の実施、効果の測定（点検・評価）
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主 な 取 組

◎女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

　（女性活躍推進法）平成２７年９月４日施行

　　　　　　　　　　　　　　　※法第８条：平成２８年４月１日施行

　

県・市町村の役割

あきた女性の活躍推進会議

秋田県商工会議所連合会
秋田県商工会連合会
秋田県中小企業団体中央会
秋田県経営者協会
秋田経済同友会

秋田県市長会
秋田県町村会

男女共同参画センター
（NPO法人）

秋田県

秋田労働局

連合秋田

JA秋田中央会

事業主の役割

○推進計画の策定（法第６条、努力義務）
　国の基本方針を勘案して、区域内における女性の職業生活にお　
　ける活躍に係る推進計画の策定に努める。

 　・県：策定済
 　・市町村：２２市町村 策定済

○特定事業主行動計画の策定（法第１９条、義務）
　女性の職業生活における活躍の状況を把握・分析し、数値目標
　を定めた行動計画を策定する。
 　・県及び全市町村：計画策定済

【基本原則】
　①女性の個性と能力を十分に発揮できるようにすること

　②男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能　
　　となること

　③女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊
　　重されるべきものであること

  

■女性活躍のモデルとなる県内企業の育成

　○「あきた女性活躍チャレンジ企業」が実施するプロジェクト事業へのサ
　　ポートの実施
　○取組報告会の開催やガイドブックの作成

■女性農業者の感性を生かした起業活動等の支援
　○農産加工品の商品開発や販路拡大等に取り組む女性農業者とそのネット　　
　　ワーク活動を支援し、農産加工の事業拡大を目指す女性農業者を育成

■「秋田県建設産業担い手確保育成センター」による
　建設人材の担い手確保・育成
　○担い手確保育成推進員の配置により建
　　設産業団体や教育・訓練機関等との連
　　携により担い手確保に努めるとともに、
　　女性の就業・活躍を推進
　○建設産業で活躍する女性のネットワー
　　クを充実させるとともに、建設業等で
　　働く女性を対象とする研修会や交流会
　　等を実施

■次代を担う女性リーダーを応援する全県的な機運の醸成（新）
　○課題やニーズ把握のためのアンケート調査の実施
　○県民の関心と理解を深めるための意識啓発イベントの開催

一体的

に策定

■若年女性の秋田暮らしサポート（新）

　○高校生、大学生及び若年社会人を対象とした、県内定着の意識や就業環境
　　のニーズ等に関するアンケート調査の実施
　○県内外で働く若年女性の本音やニーズを把握するための意見交換会の開催
　　や、職場や職域を越えた交流を通じ、秋田に定着し続ける意識の向上を図
　　るための講座やワークショップの実施
　○女性活躍に取り組む企業情報や秋田暮らしに関する情報の発信

■女性の起業促進に向けた支援
　○先輩起業家の表彰や交流による女性・若者の創業意識の醸成
　○起業に係る基礎知識の習得や起業の初期費用など、各段階を貫いた切れ目
　　のない支援を実施 ○女性活躍推進法の改正（令和元年６月５日公布）

　１　一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する
　　情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者が301人以上から101人以
　　上の事業主に拡大［令和4年4月1日施行］　
　２　常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目につい

　　て、①職業生活に関する機会の提供に関する実績、②職業生活と家庭
　　生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績　の各区分から１
　　項目以上公表［令和2年6月1日施行］
　３　「プラチナえるぼし認定」の創設［令和2年6月1日施行］　

■女子大学生等の県内就職を促進する取組
　○「あきた女子活応援サポーター」として任命した県内企業で活躍する
　　女性社会人と女子大学生等の交流会を開催

■プレパパスクールの推進
　○男性の育児参加を促進するため、イクボス宣言企業を中心に未婚男
　　性、プレパパ・プレママ、乳幼児の父親及び管理職を対象とした子
　　育て支援講座の開催

■結婚や出産等で離職した女性への
　就業支援
　○求職者の掘り起こしに関するセミナー、
　　企業向け女性人材活用セミナー、合同
　　就職説明会の開催等

第５次秋田県男女共同参画推進計画
・男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法 ：県男女共同参画計画
・秋田県男女共同参画推進条例：基本計画
・女性の職業生活における
　　　　 活躍の推進に関する法律：県女性活躍推進計画

期 間：令和３～７年度

■自治会活動をリードする女性人材の育成
　○自治会運営アドバイザーによる実践講座やアドバイスの実施
　○地域リーダー養成塾の開催
　○女性自治会長等の交流会の開催

推進の柱

①　　　　　　　　　　　　　
あらゆる分野における　　　　　　　
女性の活躍推進

②　　　　　　　　　　　　　
健康で明るく安全・安心
な暮らしの実現

③　　　　　　　　　　　　　
男女共同参画社会の実
現に向けた基盤の強化

〔資料２〕


